
資料１ 改善基準告示の見直しに関するご意見について

第３回 労働政策審議会労働条件分科会
自動車運転者労働時間等専門委員会トラック作業部会

厚生労働省 労働基準局 監督課



現行 主なご意見

▷ １ヶ月の拘束時間：２９３時間

※ ２９３時間 ＝ １９５時間＋９８時間

○ １ヶ月の拘束時間は、２９３時間を維持すべき（使）

○ １ヶ月の拘束時間は、２７５時間とすべき（労）

▷ １ヶ月の拘束時間は、労使協定を締結し、
年３,５１６時間の範囲で年６回３２０時間
まで延長できる。

※ ３２０時間 ＝ １９５時間＋１２５時間

※ ３２０時間 ≒ ２９３時間×１.１（１０％）

※ ３,５１６時間 ＝ ２９３時間×１２ヶ月

○ 労働基準法の年９６０時間の上限には休日労働は含ま
れていない。拘束時間の見直しは、これを踏まえて行
うべき（使）

○ １ヶ月の拘束時間の上限は、年３,３００時間の範囲
で２９４時間としたい。脳心の認定基準を踏まえ、時
間外・休日労働が月８０時間・１００時間を超えない
範囲で見直しを図るべきではないか。令和３年の実態
調査結果は、令和２年に比べて時間が概ね減少してい
る。多くの事業者が３,３００時間未満で運行できて
いることが改めて立証されたという認識。医師の時間
外労働の上限規制が時間外労働・休日労働含めて年９
６０時間であることにも留意すべき（労）
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１年、１ヶ月の拘束時間について



１日の拘束時間、休息期間について

現行 主なご意見

▷ １日の休息期間：８時間 ○ 睡眠時間を考慮すると、現行の休息期間８時間が良い
とは言えない。諸外国の状況も踏まえ、休息期間は１
１時間を中心に、運行実態を踏まえ、検討を行うべき
ではないか（労）

○ 休息期間は、荷種や業務の形態別に異なる基準を設け
ることができないのであれば、現行どおり８時間と言
わざるをえない（使）

▷ １日の拘束時間：１３時間

▷ １日の最大拘束時間：１６時間

○ １日の拘束時間、休息期間は業態別に運行実態等を踏
まえた見直しとしてほしい。例えば、宿泊を伴う運行
の場合、拘束時間を１８時間に見直してはどうか。そ
の場合、休息期間は１１時間以上とするなど、メリハ
リのある働き方の検討が必要（使）

○ 限定的な取扱いであっても、１日の拘束時間を１８時
間とすることは認められない（労）

▷ １日の拘束時間の延長回数：１５時間超えは
週２回まで

（発言なし）
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運転時間、連続運転時間について

現行 主なご意見

▷ 運転時間

２日平均：９時間

２週平均１週：４４時間

○ 運転時間は現行どおりが妥当（労）

○ 業務簡素化の観点から、拘束時間・休息期間の管理が
あるのであれば、運転時間管理は不要と考える（使）

▷ 連続運転時間

４時間

▷ 運転開始後、４時間以内又は４時間経過直
後に３０分以上の「運転の中断」が必要
（１回につき１０分以上、分割可）

○ 連続運転時間は現行どおりが妥当。ただし、サービス
エリア等が満車で駐車できない場合、一定の例外的な
取扱いは検討の余地がある。なお、事業者によっては、
労働基準法上の休憩を取らせず、改善基準告示の「運
転の中断」だけ遵守させている場合もある。改善基準
告示において「運転の中断」だけでなく、労働基準法
上の休憩の考え方を併せて示すべきではないか（労）

○ 連続運転時間は、４時間から５時間に延長し、「運転
の中断」は１０分から５分に短縮する等、荷種や道路
の混雑状況等に柔軟に対応できるよう、見直してもら
いたい（使）
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特例、その他について

現行 主なご意見

▷ 分割休息特例
業務の性質上、勤務の終了後８時間以上の休息を与えることが困難
な場合、全勤務回数の２分の１を限度として、休息期間を拘束時間
の途中及び経過直後に分割して与えることができる。ただし、分割
された休息は１日において継続４時間以上、合計１０時間以上とす
ること。

○ 分割休息特例は、バスと同様に見直すべき
（労）

○ 分割された休息は継続２時間に短縮できない
か（使）

▷ ２人乗務の特例
車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合、１
日の最大拘束時間を２０時間まで延長することができ休息期間を４
時間まで短縮することができる。

○ ２人乗務は、車内ベッドで眠る時間を休息期
間と取り扱ってもらいたい（使）

▷ フェリーの特例
勤務の中途でフェリーに乗船する場合、フェリー乗船時間は、原則
として休息期間として取り扱う。この休息期間は、与えるべき休息
期間から減ずることができる。ただし、減算後の休息期間は、２人
乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の
時間の２分の１を下回ってはならない。

（発言なし）

▷ 休日労働：２週間に１回 ○ 休日労働は現行どおりが妥当（労使）

▷ その他 ○ 事故、天候に加え、荷主都合による遅延も例
外的な取扱いを認めてもらいたい。荷主の
違反原因行為のうち４８.６％が長時間の荷待
ちであり、荷主における改善基準告示の認知
も低い状況。特に、着荷主については、厚労
省にも、何かしら指導してもらいたい（使）

○ 荷主による遅延も例外的取扱いの対象とする
と、規制が骨抜きになる（労） 4


